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１
型
糖
尿
病
の
お
子
さ
ん
と

家
族
の
つ
ど
い　

時　
８
月
１
日
㈬　
14
時
～
16
時

場　
衣
浦
東
部
保
健
所

内　

①
医
師
講
話
「
１
型
糖
尿

病
医
が
伝
え
た
い
H
a
p
p
y 

L
i
f
e
を
か
な
え
る
た
め
の
３

つ
の
こ
と
」、
②
交
流
会

講　
①
服
部
麗
氏
（
刈
谷
豊
田
総

合
病
院
医
師
）、
②
大
洞
多
津
子

氏
（
つ
ぼ
み
の
会
愛
知
・
岐
阜
）

対　
１
型
糖
尿
病
の
子
と
家
族　

問
申
　

７
月
23
日
㈪
ま
で
に
、電

話
（
21
‐
９
３
３
８
）
で
衣
浦
東

部
保
健
所
健
康
支
援
課
へ
。

子
ど
も
の
卒
乳
に
つ
い
て

子
育
て
講
話
（
市
民
健
康
講
座
）

時　
8
月
９
日
㈭　
10
時
～
11
時

場　
総
合
健
康
セ
ン
タ
ー

講　
中
田
千
晃
氏
（
助
産
師
）

対　
乳
幼
児
と
保
護
者

定　
35
人
（
先
着
順
）

問
申
　

7
月
27
日
㈮
８
時
30
分

か
ら
、
電
話
（
23
‐
８
８
７
７
）

で
保
健
セ
ン
タ
ー
へ
。

福
祉
・
健
康

８
月
か
ら
国
民
健
康
保
険

高
齢
受
給
者
証
が
変
わ
り
ま
す

　
70
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の
人
（
後

期
高
齢
者
医
療
の
保
険
証
所
持
者

は
除
く
）
は
、
現
在
の
受
給
者
証

（
ク
リ
ー
ム
色
）
が
７
月
31
日
㈫

で
使
用
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
新

し
い
受
給
者
証
（
白
色
）
は
、
７

月
下
旬
に
送
付
し
ま
す
。

※
８
月
以
降
は
、
新
し
い
受
給
者

証
を
病
院
窓
口
で
提
示
し
て
く

だ
さ
い
。

※
今
回
の
更
新
よ
り
受
給
者
証
の

様
式
に
一
部
変
更
が
あ
り
ま
す

が
、
使
い
方
に
変
更
は
あ
り
ま

せ
ん
。

※
古
い
受
給
者
証
は
、
８
月
１
日

㈬
以
降
に
国
保
年
金
課
ま
た
は

各
市
民
セ
ン
タ
ー
へ
返
却
す
る

か
、
裁
断
し
て
破
棄
し
て
く
だ

さ
い
。

問　
国
保
年
金
課
（
☎
62
‐
１
２

０
６
）

市
民
健
康
講
座

▪
薬
の
効
果
と
選
び
方
～
こ
ん
な

時
ど
っ
ち
の
薬
を
選
ぶ
？
～

時　
８
月
９
日
㈭　
13
時
30
分
～

14
時
30
分

講　
岩
月
進
氏
（
薬
剤
師
）

定　
50
人
（
先
着
順
）

▪
放
置
す
る
と
大
変
！
動
脈
硬
化

時　
８
月
23
日
㈭　
13
時
30
分
～

14
時
30
分

講　
原
田
光
徳
氏
（
医
師
）

定　
80
人
（
先
着
順
）

【
共
通
】

場　
総
合
健
康
セ
ン
タ
ー

対　
市
内
在
住
の
人

持　
筆
記
具

問
申
　

７
月
19
日
㈭
か
ら
、電
話

（
23
‐
８
８
７
７
）
で
保
健
セ
ン

タ
ー
へ
。

国民健康保険高額療養費の限度額が変わります

　<７月まで>

所得区分 外来＋入院（世帯単位）
過去１２か月以内で３回目まで

外来+入院（世帯単位）
過去１２か月以内で４回目以降外来（個人単位）

現役並み所得者 ５７，６００円 ８０，１００円＋
（医療費－２６７，０００円）×１％ ４４，４００円

一般 １４，０００円*1 ５７，６００円 ４４，４００円
低所得者Ⅱ ８，０００円 ２４，６００円
低所得者Ⅰ ８，０００円 １５，０００円

　<８月から>

所得区分 外来＋入院（世帯単位）
過去１２か月以内で３回目まで

外来+入院（世帯単位）
過去１２か月以内で４回目以降外来（個人単位）

現役並みⅢ
（課税所得*2６９０万円以上）

２５２，６００円＋
（医療費－８４２，０００円）×１％ １４０，１００円　

現役並みⅡ
（課税所得３８０万円以上）

１６７，４００円＋
（医療費－５５８，０００円）×１％ ９３，０００円

現役並みⅠ
（課税所得１４５万円以上）

８０，１００円＋
（医療費－２６７，０００円）×１％ ４４，４００円

一般 １8，０００円*1 ５７，６００円 ４４，４００円
低所得者Ⅱ ８，０００円 ２４，６００円
低所得者Ⅰ ８，０００円 １５，０００円

70歳以上75歳未満の高額療養費の自己負担限度額（月額）が8月より変更されます。
高額療養費の支給対象者にはこれまでどおり申請書を送付します。

　１　８月から翌年７月までの年間限度額は１４４，０００円になります。
　２　市県民税における課税標準額です。同じ世帯の７０歳以上７５歳未満の国保被保険者のうち、最も課税所得が高い人の区分になります。
　現役並みⅡ・Ⅰ、低所得者Ⅱ・Ⅰの人がひと月に一つの医療機関での支払いが高額になる場合は、市役所窓口にて限度額適用認定証の交付を
申請してください。医療機関で認定証の提示がない場合、現役並みⅡ・Ⅰの人は現役並みⅢ、低所得者Ⅱ・Ⅰの人は一般の区分での計算となり、一
旦通常より高い医療費になることがあります。ただし、その場合でも後日国民健康保険へ差額の払い戻しの申請をしていただくことは可能です。
問　国保年金課（☎62-1206）

**


